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秋田県告示第５５５号

漁業法（昭和24年法律第267号）第129条第３項の規定により、第五種共同漁業権遊漁規則の変更を認可したので、同

条第７号の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成27年12月25日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ 変更に係る遊漁規則の名称、漁業権者の名称及び住所並びに漁業権の免許番号

変更に係る遊漁規則の名称 漁業権者の名称及び住所 漁業権の免許番号

内共第２号第五種共同漁業権遊漁規則 皆瀬川筋漁業協同組合 内共第２号

湯沢市稲庭町字稲庭238番地１

内共第４号第五種共同漁業権遊漁規則 雄物川上流漁業協同組合 内共第４号

雄勝郡羽後町貝沢字拾三本塚111番地１

内共第６号第五種共同漁業権遊漁規則 横手川漁業協同組合 内共第６号

横手市前郷字下三枚橋204番地

内共第８号第五種共同漁業権遊漁規則 仙北中央漁業協同組合 内共第８号

大仙市北長野字茶畑141番地

内共第11号第五種共同漁業権遊漁規則 角館漁業協同組合 内共第11号

仙北市角館町北野62－２番地

内共第12号第五種共同漁業権遊漁規則 仙北西部漁業協同組合 内共第12号

大仙市協和下淀川字車田16番地１

内共第13号第五種共同漁業権遊漁規則 岩見川漁業協同組合 内共第13号

秋田市河辺和田字上中野184番地２

内共第15号第五種共同漁業権遊漁規則 鹿角市河川漁業協同組合 内共第15号

鹿角市花輪字荒田４番地１

内共第17号第五種共同漁業権遊漁規則 大館市漁業協同組合 内共第17号

大館市雪沢字水沢８番地２

内共第18号第五種共同漁業権遊漁規則 田代漁業協同組合 内共第18号

大館市岩瀬字上軽石野39番地の28

内共第19号第五種共同漁業権遊漁規則 鷹巣漁業協同組合 内共第19号

北秋田市大町７番11号

２ 変更の内容

(１) 遊漁についての変更の範囲

ア 遊漁期間

変 更 後 変 更 前

漁業権 魚 種 期 間 漁業権 魚 種 期 間

免許番号 免許番号
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内共 いわな・やま ４月１日から９月20日まで 内共 いわな・やま ３月21日から９月20日まで

第２号 め 第２号 め

内共 いわな・やま ４月１日から９月20日まで 内共 いわな・やま ３月21日から９月20日まで

第４号 め 第４号 め

内共 いわな・やま ４月１日から９月20日まで 内共 いわな・やま ３月21日から９月20日まで

第６号 め 第６号 め

内共 いわな・やま ４月１日から９月20日まで 内共 いわな・やま ３月21日から９月20日まで

第８号 め 第８号 め

内共 いわな・やま ４月１日から９月20日まで 内共 いわな・やま ３月21日から９月20日まで

第11号 め 第11号 め

内共 いわな・やま ４月１日から９月20日まで 内共 いわな・やま ３月21日から９月20日まで

第12号 め 第12号 め

内共 いわな・やま ４月１日から９月20日まで 内共 いわな・やま ３月21日から９月20日まで

第13号 め 第13号 め

内共 うぐい・いわ ４月１日から９月20日まで 内共 うぐい 1月1日から12月31日まで

第15号 な・やまめ 第15号

いわな・やま ３月21日から９月20日まで

め

内共 いわな・やま 内共 いわな・やま ３月21日から９月20日まで

第17号 め 第17号 め

内共 いわな・やま 内共 いわな・やま ３月21日から９月20日まで

第18号 め 第18号 め

内共 いわな・やま 内共 いわな・やま ３月21日から９月20日まで

第19号 め 第19号 め

イ 遊漁料の額

変 更 後 変 更 前

漁業権 魚種 漁具･漁法 額(円) 漁業権 魚種 漁具･漁法 額(円)

免許番号 免許番号

内共 あゆ 手釣､竿釣 １日 1,200 内共 あゆ 手釣､竿釣 １日 1,500

第４号 １年 6,000 第４号 １年 6,000

たも網､投 １年 13,000 たも網､投 １年 15,000

網､刺網､ 網､刺網､

四ツ手網 四ツ手網

いわな､ 手釣､竿釣 １日 700 いわな､ 手釣､竿釣 １日 1,000

やまめ １年 4,000 やまめ １年 5,000

こい､ 手釣､竿釣 １日 100 こい､ 手釣､竿釣 １日 1,000

ふな､ １年 1,000 ふな､ １年 5,000
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うぐい たも網､投 １年 10,000 うぐい たも網､投 10,000

網､刺網､ 網､刺網､

四ツ手網 四ツ手網

ウ 遊漁料の納付場所

変 更 後 変 更 前

漁業権 納 入 場 所 漁業権 納 入 場 所

免許番号 免許番号

鹿角市十和田大湯字西の森142番地 鹿角市十和田大湯字西の森142番地内共 内共

山口釣り券販売所 山口釣り券販売所第15号 第15号

鹿角市十和田大湯字白沢45番地１ 鹿角市十和田大湯字白沢45番地１

中滝ふるさと学舎 中滝ふるさと学舎

鹿角市十和田大湯字上の湯28番地50 鹿角市十和田大湯字上の湯28番地50

フォーラムゆぜ フォーラムゆぜ

鹿角市十和田大湯字中田10番地３ 鹿角市十和田大湯字中田10番地３

ファミリーマート鹿角大湯 ファミリーマート鹿角大湯

鹿角市十和田大湯字大湯202番地 鹿角市十和田大湯字大湯202番地

木村商店 木村商店

鹿角市十和田大湯字欠田２番地３ 鹿角市十和田大湯字欠田２番地３

サンクス鹿角大湯店 サンクス鹿角大湯店

鹿角市十和田錦木字浜田39番地２ 鹿角市十和田錦木字浜田39番地２

ファミリーマート鹿角錦木 ファミリーマート鹿角錦木

鹿角市十和田末広字平ノ下37番地３ 鹿角市十和田末広字平ノ下37番地３

ローソン鹿角十和田末広店 ローソン鹿角十和田末広店

鹿角市十和田毛馬内字下寄熊35番地１ 鹿角市十和田毛馬内字下寄熊35番地１

サンクス鹿角毛馬内店 サンクス鹿角毛馬内店

鹿角市花輪字高井田48番地12 鹿角市十和田毛馬内字番屋平14番地

ローソン鹿角花輪店 米代おとり

鹿角市花輪字上花輪249番地４ 鹿角市十和田毛馬内字上寄熊58番地１

サンクス鹿角花輪店 エルク

鹿角市八幡平字平584番地１ 鹿角市花輪字高井田48番地12

青沢商店 ローソン鹿角花輪店

鹿角市八幡平字浦田67番地１ 鹿角市花輪字上花輪249番地４

畠山商店 サンクス鹿角花輪店

鹿角市八幡平字小豆沢碇68番地９ 鹿角市八幡平字平584番地１

両国ドライブイン 青沢商店

鹿角市八幡平字湯瀬湯端16番地 鹿角市八幡平字浦田67番地１

ホテル滝の湯 畠山商店

鹿角市八幡平字長内17番地 鹿角市八幡平字小豆沢碇68番地９

高橋商店 両国ドライブイン

鹿角市八幡平字切留平21番地６ 鹿角市八幡平字湯瀬湯端16番地

キャメルマート秋田八幡平 ホテル滝の湯

鹿角市八幡平字赤淵257番地 鹿角市八幡平字長内17番地

八幡平ドライブイン 高橋商店

鹿角市八幡平字桃枝８番地５ 鹿角市八幡平字切留平21番地６

藤原釣り券販売所 キャメルマート秋田八幡平

鹿角市八幡平字大里川原31番地１ 鹿角市八幡平字赤淵257番地

浅石おとり 八幡平ドライブイン
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鹿角市八幡平字夏井73番地３ 鹿角市八幡平字桃枝８番地５

山田商店 藤原釣り券販売所

鹿角市八幡平字大里川原31番地１

浅石おとり

鹿角市八幡平字夏井73番地３

山田商店

内共 大館市長坂字中岱98番地の４ 内共 大館市長坂字中岱98番地の４

第18号 小笠原 英一 第18号 小笠原 英一

大館市長坂字中岱108番地 大館市長坂字中岱108番地

小笠原 定路 小笠原 定路

大館市岩瀬字谷地の平３番地170 大館市岩瀬字谷地の平３番地170

藤田 孝美 藤田 孝美

大館市早口字坂下63番地39 大館市早口字坂下63番地39

三浦 信博 三浦 信博

大館市早口字大人沢120番地１ 大館市早口字大人沢120番地１

ローソン大館川口店 ローソン大館川口店

大館市早口字岩野目68番地２ 大館市早口字岩野目68番地２

工藤商店 工藤商店

大館市岩瀬字桂岱70番地 大館市岩瀬字桂岱70番地

笹木商店 笹木商店

大館市岩瀬字赤沼62番地－１ 大館市岩瀬字羽立18番地

高杉 和雄 鳥潟 キミヨ

大館市岩瀬字赤沼62番地－１ 大館市岩瀬字赤沼62番地－１

田代漁業協同組合事務局 高杉 和雄

北秋田市住吉町６番24号 内共 北秋田市住吉町６番24号

内共 サンクス北秋田住吉町店 第19号 サンクス北秋田住吉町店

第19号 北秋田市鷹巣字東上綱６番地１ 北秋田市鷹巣字東上綱６番地１

サンクス鷹巣庁舎前店 サンクス鷹巣庁舎前店

北秋田市綴子字大堤65番地の１ 北秋田市綴子字大堤65番地の１

ローソン鷹巣綴子店 ローソン鷹巣綴子店

北秋田市綴子字前野63番地１ 北秋田市栄字前綱67番地の１

サンクス綴子店 ローソン北秋田栄店

北秋田市七日市字囲ノ内23番地 北秋田市綴子字前野63番地１

松前商店 サンクス綴子店

北秋田市七日市字林ノ沢26番地１ 北秋田市七日市字囲ノ内23番地

畠山商店 松前商店

北秋田市七日市字林ノ沢26番地１

畠山商店

エ 漁場監視員

変 更 後 変 更 前

漁業権 内 容 漁業権 内 容

免許番号 免許番号

内共 漁場監視員は、別記様式第３号による漁場 内共 漁場監視員は、別記様式第３号による漁場

第19号 監視員証をつけるものとする。 第19号 監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であ

。ることを表示する腕章をつけるものとする
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３ 変更後の遊漁規則の施行の日

平成28年１月１日


